
令和８年度静岡県地域経済連関モデル創出業務委託

　　公募型企画提案募集要領

１ 趣旨

漁港漁場整備法の改正により、漁港等の敷地･施設利用の規制が緩和された。これ

を受け、静岡県では、特色ある水産物や美しい景観といった多様な地域資源を活かし、

新たな価値を創造する「海業」＊などによる漁港地域の活性化を図っている。

本業務は、上記事業に関連し、先進企業主導で漁協を中心とし、市町、観光業等が

一体となり、漁港及びその関係地域の地域資源を活用したコンテンツによる収益確保

とにぎわいを生み出す持続可能な地域経済連関モデルを創出することを目的とする。

静岡県内の３地区（伊豆、中部、西部）について、各１地区を対象に地域経済連関

モデルを創出する。

※ 海業：水産庁は「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」と定義し

ており、漁業所得の向上と地域振興を目指す産業である。水産業を核として商業、観

光、教育等あらゆる分野を結び付けた、海・浜・漁港や水産物に加えて、漁村の文化、

漁業者のノウハウを活用して行う新しい複合的産業のこと。体験漁業、漁船クルージ

ング、漁村文化交流、地域の水産物を活用した飲食・販売施設の運営等の取組例があ

る。

２ 公告

令和８年５月７日（木）に静岡県ホームページに掲載

３ 業務委託者

（１）業務委託者： 静岡県知事 鈴木 康友

（２）執 行 部 署： 静岡県経済産業部水産・海洋局水産振興課水産振興班

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

電話 054-221-2744

ＦＡＸ 054-221-2865

メール suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp

４ 業務概要

（１）業務の名称

令和８年度静岡県地域経済連関モデル創出業務委託

（２）業務の内容



令和８年度静岡県地域経済連関モデル創出業務委託仕様書（以下「仕様書」とい

う。）による。

（３）業務委託期間

契約締結日から令和９年３月 10 日（水）まで

（４）委託契約額の上限

１地区あたり 4,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

５ 企画提案参加資格

参加資格を有する者は、次のいずれにも該当するものとする。

（１）漁業協同組合・自治体・民間事業者の三者調整の経験を有し、事業実施に当たり、

漁業協同組合及び関係市町、漁業者等との円滑な連携が行えること。

（２）海業や漁港を活用した地域振興の支援実績を有し、漁業協同組合の経営分析、海

業等の取組提案等、仕様書に示す業務を履行する能力があること。

（３）事業実施に当たり、必要な人員体制が整備されていること。

（４）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者。

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立がなされてい

ない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立がな

されていない者。

（６）会社法（平成 17 年法律第 86 号）による特別清算開始の申立がなされていない者。

（７）破産法（平成 16 年法律第 75 号）による破産手続開始の申立がなされていない者。

（８）銀行取引停止処分を受けていない者。

（９）静岡県が課税するすべての県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納が

ない者。

（10）企画提案書の提出日から契約締結時までの期間に、静岡県工事請負契約等に係る

入札参加停止等措置要綱（平成元年管第 324 号）に基づく入札参加停止を受けてい

ないこと。

（11）企画提案書の提出日から契約締結時までの期間に、静岡県の物品調達及び一般業

務委託に係る入札参加停止基準（平成 18 年集用第 103 号）に基づく指名停止期間

中でないこと。

（12）次のアからキのいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をい

う。以下同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外

の者をいう。）が暴力団員等である者



エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原

材料の購入契約その他の契約を締結している者

６ 企画提案参加方法

（１）スケジュール

なお、応募者の状況等により、日程を変更する場合がある。

（２）企画提案募集要領等に関する質問の受付及び回答

質問事項がある場合には、質問票（様式１）により提出すること。なお、電話や

来訪による口頭での質問及び提案書の具体的な記載方法についての質問は受け付

けない。

ア 提出期限

令和８年５月 14日（木）17 時必着

イ 提出先

３（２）に記載の執行部署

ウ 提出方法

持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メール（電子メールで提出する場合には、件名に「公

募質問票」を明記すること）

エ 回答

質問に対する回答は、令和８年５月 19 日（火）に一括して静岡県経済産業部水

産・海洋局水産振興課ホームページ「令和８年度静岡県地域経済連関モデル創出業

務委託公募型企画提案募集について」内に公開する。

（３）企画提案書等の提出

ア 提出書類

以下の書類を提出すること

ホームページによる公告開始 令和８年５月７日（木）

質問票の提出期限 令和８年５月 14 日（木）17 時

質問票の回答 令和８年５月 19 日（火）

企画提案書の提出期限 令和８年５月 25 日（月）12 時

審査会 令和８年６月５日（金）

審査結果の通知 令和８年６月８日（月）

提出物 内容・備考 様式等 部数

１ 企画提案書 （代表者印等の押印不要） 様式２ １



イ 提出期限

令和８年５月 25日（月）12 時必着

ウ 提出先

３（２）に記載の執行部署

エ 提出方法

持参又は郵送（特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。）

なお、持参又は郵送前に、企画提案内容については電子データで提出すること。

（４）企画提案に際しての注意事項

ア 失格又は無効

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。

・提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合

・提出書類に虚偽の内容を記載した場合

・審査の公平性に影響を与える行為があった場合

・本要領に反する事項が確認された場合

イ 著作権・特許権等に係る責任

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維

持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て提案者が負う。

ウ その他

２ 企画内容

・地域検討会の設置・運営方針・連携

協定案

・地域経済連関モデル事業

・実施スケジュール

・業務実施体制

（資料は、Ａ４用紙 20 ページ以内と

し、カラー印刷すること）

任意 ９

３ 参加資格確認書類

・会社概要等（定款、組織、沿革及び

事業内容等）

・直近１年間の納税証明書（本社所在

地の法人都道府県税）

・漁業協同組合、自治体、民間事業者

の三者調整の実績

・海業や漁港を活用した地域振興の支

援実績

任意 １

４ 見積書

・仕様書に基づいた業務の実施に直接

必要となる経費を計上すること

・積算内容を具体的に記載すること

任意 １



提出書類は、条例に基づく情報公開請求の対象となる。

７ 審査

（１）審査方法

審査は、県が別に定める「令和８年度静岡県地域経済連関モデル創出業務委託企

画提案選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が開催する審査会において行う。

審査会では、提案者から提出のあった企画提案書等及び提案者によるプレゼンテ

ーションの内容について、次項（２）のエに示す評価内容により評価・採点し、審

議の上、最も優れた企画提案を行った者を契約予定者として選定する。

（２）審査会

ア 日程

令和８年６月５日（金）

応募多数の場合、日程が複数日となる可能性があることに留意すること。

なお、時間割については、提案者ごとに個別に連絡する。

イ 会場

Zoom によるオンライン審査会

※詳細については、企画提案書の提出期限後、別途通知する。

ウ プレゼンテーションの方法

提案１件当たりの説明時間 20分以内、質疑応答 15分以内を原則とする。会場へ

の参加は３アカウント以内とする。

エ 評価内容

評価項目 評価基準

企画の独自性

・実現性

漁業協同組合を中核とし、自治体及び地域の関係者等が参画す

る企画となっているか

漁港及びその関係地域の地域資源を活用したコンテンツによ

る、収益確保とにぎわいを生み出す企画となっているか

事業実施者において適切な役割分担ができており、費用分担や

収益の配分が適正であるか

地域における交流人口の増加及び経済的な波及効果を期待でき

る企画となっているか

一時的なイベントの実施でなく、業務委託終了後も事業として

継続性がある企画となっているか

業務実施体制
実施スケジュールは適切であるか

業務の実施に当たり、必要な人員体制が整っているか



オ 審査結果の通知

審査結果は、選定通知書（様式３）又は非選定通知書（様式４）にて、各提案者

に令和８年６月８日（月）に発出予定である。なお、非選定通知書を受け取った者

は、通知書の発出日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）以

内に書面（任意様式）により、非選定理由について説明を求めることができる。

８ 契約方法

契約に当たっては、選定された企画提案を直ちに契約内容とするものではなく、県

と契約予定者が企画内容に沿って契約内容について協議・調整を行った上で、双方が

合意に至った場合にのみ契約を締結する。なお、協議・調整の過程において、企画内

容の一部変更や契約限度額内での金額変更を行う場合がある。

９ 証拠書類の保存

本業務委託の関係書類は、令和 13 年３月末日まで保存すること。

10 その他

・本企画提案に要する経費（資料作成費、交通費等）は、全て提案者の負担とする。

・提出書類は返却しない。

11 問い合わせ先

３（２）に記載の執行部署

問い合わせ、クレーム及びトラブル対応の体制は整っているか

地域貢献活動、ＳＤＧｓ、労働環境改善などの取組を実施して

いるか

漁業協同組合、自治体、民間事業者の三者調整の経験を有し、

漁業協同組合及び関係市町、漁業者等との円滑な連携が行える

体制は整っているか

海業や漁港を活用した地域振興の支援実績を有し、漁業協同組

合の経営分析、海業等の取組提案等、仕様書に示す業務を履行

する能力はあるか

見積金額

積算項目は適切であるか

積算単価は適切であるか

経費配分は適切であるか


